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徵育第19 9 2号

織ス第13 5 3号

錮4年3月18日

教育長’

(公印省略)

̶コロナウィルス�ぽ�&.を踏まえた̶�ぎにおける

����ボの��についてGmi)

跳におかれては、日頃から̶における■コロナウィルス�■の���止に取り組まれていることに̶申

し上げます。

さて、廳sについては、̶4年2月4日付け�⑤第16 7 9号.̶ス第1172号、̶4年2月18日付け青

�ぼ17 7 5号.̶ス第12 1 9号及�⑧4年3月4日付け��l8 8 0号.̶ス第128 0号により、令

和4年2月7日⑦)から3月21日ほ)までの間の̶を弓新ヒする旨̶したところでナ。

そまも、����3,まりしており、̶も一�ぼ、�f»i6s�-c'®��A%��と考えられること、また、

31�, sei�t�� ̶の̶口がゆまれることから、3月2 2日Wから4月10日(日)までの鳳ぜ�によ

る̶のiをぼし、おBのとおり����ぽを̶することとしました。

つきましては、�■に対して�■の内容を周知するとともに、̶度に向け、�l�ゆり組んて*いる�⑩止

棚をゲ�検し戴■を高め、■の厳いリーダーシップのもと、全ての�■力��ホを生じさせないという強

い■を持ち、常に�■をもって��■(ゆり組むようも瀬いします。

また、J�S�%U;��(c� L-C >fc, ��の内容を周知の上、���止に�げるよう�■います。

なお、�■の対応については、今後の̶コロナウィルス��の�ま等に応じてぼすることがあることを申

し添えます。

記

1 ̶ゼ舌における密の回避

3月21日ほ)まて*̶してきたぢ1厳1の2' '5の■を■する。

2部活動-対ぐ合等の制限

̶度の̶を.え、3月21日①)まて*̶してきた̶を次のとおり̶する。

ただしぽは、̶の聽取作成する別添「��における��チェックリスト」を■の上、��ie®"r

否を■に判■るとともに、■中に�⑩�■雄守されているかについても̶し必要な̶を行うこと。

また、新,を含め、�■に劍げるム�■に対し�ゆ�ぼのぶ要性についての■を■すること。

(1) ?� ̶【擦止々��の̶日数を週3日以内とする。

(2)ムま合願u̶さ’―な―の上、料q可能とする。

±15 (1)及び(2)ンwは、ぢl賊lの6の■を■する。



3外部人材の活用について

3月21日ほ)まて*̶してきたガ臓1の7の̶を―する。

なお、日■にましていない当■の��が、����(こ劍げることについても禁止すること。

4 ̶外における文化.スポーツ団体での活̶について

3月21日ほ)まて*̶してきたサ紙1の8の̶を̶する。

5 ���間中.後の���について

年ぽ.年̶めの��■ま中は、様々な�括発になる■となることから、��を繰り返さないよう、

雜においても��、 �ぼの�めな�⑩�ぼを■するとともに、���gれ■の■な̶、錬

酎���■について、�����に��すること。

̶て、��N��{i. �めでの���止のため、ザ紙1の1のとおり、̶な̶でも平̶�と異な

る̶は登校しないことを̶すること。

6本県のほ�で�縱大したと考えられるが傳【二つし、て

サ賊2にとりまとめたのて*、̶の̶の̶として活■います。

¦県翼の皆さま̶お■、

i saoa�-s�fefcBSAfc 眺

I �w�■.w��ボめ,̶ゆ。̶wお��お̶i

【担当】o保健管理等に関すること

スボーツ健康課体育.健康グループTEL 017-734-9907 (直通)

o学習指導.学校行事.生徒の指導等に関すること

学校教育課高等学校指導グループTEL017-734-9883 (直通)

学校教育課小中学校指導グループTEL017-734-9895 (直通)

学校教育課特別支援教育推進室 TEL 017-734-9882 (ig®)



県立学校における夕懷の強化(3/2 2～4/10)
S3

1 �M'���.cSS�� (g�S,のど̶み��鼻のつまり、だるさ、味覚や̶の異常、�その他
いつもと違う̶力境られる―、�����力澄校または■しないことを■する。

2 �ぼについては、「�■を講じてもなお■リスクカ滴シ淨�■」を控える。

3 ��T�(AMBiJ4'ih ・ ��-TSoナこだし、次については、ぽの実情に応じて■に�がる。
(l)■.�旧■事

���を̶めながら、�ぼ法�⑩な̶やェ夫につレ、て�がるなどの.をする。
��に̶.�ぼ良ホれ、る��は、mm��<D�]�mりやめてもらうなどの.をする。

(2) ��ま
��のェ夫を講じる。

4オープンキヤンノ、’ス、�ai%B�, �■̶の̶に係る�■については、����tc���L-Cfr? r
ととし、オンライン等て*の̶口か冗能な̶は、̶�を�がる。

5まの実情を踏まえ、�ぽ活のあらゆる■において可能な限り密̶ける対応を■する。
CBcfflN]

.空き̶、実�等を利児して、1クラスを2つに分けて■を行う。̶のェ夫、オンライン�ぐ

.昼食をとらずに下校て、きるよう、�BU��@I�S-fT7o

・ �■を組み合わせて、�l���t{@R:£:ff7o

.トイレ等での密集を̶て*きるよう、クラスによって̶.をずらす。

.スクールバス等て*の車���ま等

6 ��について

「���ねの留意̶について(―2年12月21日付け■ス第9 1 9�■)」に基づき万全の��■
��を講じるとともに、̶における̶の��をできる限り減らすため、̶を敏J、して行う。
①■日数

�■の■日数を週3日以内とする。ただしぽの�ザコンクーノ碑��☆.劇伏が̶�#)
に̶する̶は、�ぎ当日の14日前から���の̶げ成3 0年12月)」及び「̶イ��
の■ (��8月)」に基づく日数の■ができる。

②対 ■合

ア�ぽ德

織����■、̶陶 ま、̶��■ イ�、 ft����t�K&u�i

県中�はそ�■びにこれらの̶の上�■の̶が主�は■するお、��ss� (��・?t§§)が主
催する大会については、̶に主�譲じる■コロナウィルス�⑩�ぽ�ボとなる■ (�■県、市
BTN-)の���ひ冗応制̶を̶1し’―に̶した上て―口可能とする。

<補足〉

0 ̶■�のために、̶を集めて行う�ぽ���れ�端い地��の劍口は認めない。

0劍口に当たっては、原則、宿泊を伴わないこととする。ただしム��について、��f�iy��m�

もあることを踏まえ、�����をを̶する̶から宿泊力̶欠だと�獄める�には、最小

限の■て*可能とする。なお、宿泊する̶には、■に�⑩�■を講じること。

イム��w

̶との試合(�����t?o)は禁止する。


